
○調様式第 105号(1) 

（休業等）支給申請書（ 正・副 ） 
     

雇用調整助成金／中小企業緊急雇用安定助成金（休業・教育訓練）の支給を受けたいので、次の

とおり申請します。 
平成  年  月  日           事業主 住 所 〒 

                           又は  名 称 
                          代理人 氏 名                           ○印  
                                  申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に事業主の住所、名称及び 

氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保労務士法施行規則第 16条第 2項に規定する 
提出代行者又は同令第 16条の 3に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印 
等を、下欄に申請者の押印等をして下さい。 

 
                 労働局長 殿          事業主又は 
（        公共職業安定所経由）    (提出代行者・事務代理者) 
                               社会保険労務士                                 ○印  

(1)事業所数                   カ所 
 資本の額又は出資の総額             円 
 常時雇用する労働者の数             人 

(2)主たる事業 
小売業・サービス業・飲食店・卸売業・その他 

 

※大・中小 

  

①
申
請
事
業
主 

(3)対象事業主区分（該当する区分に   をして下さい）※中小企業緊急雇用安定助成金の申請の場合は「一般事業主」に    をして下さい。 
【 一般事業主 ・ 経営基盤強化事業主 ・ 雇用維持等地域事業主 ・ 大型倒産等事業主の関連事業主 ・ 港湾運送事業主 】 

(1)名   称 
 
 事業所番号 
 労働保険番号 

(2)所 在 地 〒 
   
電話番号       （      ） 

(3)事務担当者職氏名 

(5)ａ賃金締切日   ｂその他 
 （毎月  日） 

(6)対象被保険者数  
 ａ  ｂ  （    ） 

(4)事業の種類 
 
産業分類（中分類） 

 
 

②
休
業
等
実
施
事
業
所 (7)月間所定労働延日数 

          （     ）人・日 
(8)月間平均所定労働日 
（少数点第２位以下切り捨て） [（７）/（６）ｂ]        日 

※ 
 

(1)月間休業延日数 
人・日 

(2)休業等規模 [（1）+（3）] /②（7）×100 
（少数点第２位以下切り捨て） 

※ 大 1/15 
中小 1/20 

(3)月間教育訓練延日数 
                 人・日 

(4)月間の助成金支給延日数 [（1）＋（3）] ※ 

(5)月間の助成金支給対象 
  手当（賃金）額 
             円 

(6)助成率 
１/２ ・ ２/３ ・ ４/５ 

(7)支給を受けようとする助成金額 
 

円 

※ 

③
休
業
・
教
育
訓
練
の
内
容 (8)支給を受けようとする訓練費 [（3）×1,200円(6,000円)] 

                         円 
(9)支給を受けようとする助成金合計額 
[（7）＋（8）]                 円 

※中小企業緊急

雇用安定助成金

に係る訓練費は

6,000円 

④
支
払
方
法 

国庫金振込（取引金融機関店舗名：             ） 
口座名義（フリガナ） 
口座の種類 
口座番号 

国庫金送金 
 希望金融機関店舗名 

区      分 [Ａ]判定基礎期間休業等延日数 [Ｂ]判定基礎期間末日被保険者数 [Ｃ] [Ａ]／[Ｂ] 
[Ｄ]前判定基礎期
間後残日数 

[Ｅ]残日数 
[Ｄ]－[Ｃ] 

休業等助成金 人・日 
教育訓練分助成金           人・日 

 
             人 

 
       日 

 
日 

 
日 

[Ｆ]支給対象手当額      円 [Ｉ]支給判定金額         （休業）             円 
[Ｇ]支給対象手当額      円 

[Ｈ]助成率 
１/２ ・ ２/３ ・ ４/５ （教育訓練）         円   （訓練費）             円 

   （所長）    （部長・次長）    （課長・統括）    （上席・係長）    （職業指導官）   （担当） 

 

※
安
定
所
処
理
欄 

安定所決裁欄  

[Ｊ]労働保険料の滞納状況          [安定所]   [局] 
（助成金システムから確認） 
（確定保険料申告書から確認） 

[Ｋ]過去の不正受給 

●支給決定番号 ●支給決定年月日 

（局長）    （部長・  ）    （課長・  ）    （係長・  ）    （     ）   （     ） 

※
労
働
局
処
理
欄 

労働局決裁欄  

 

※ 受付番号 ※ 判定基礎 
期  間 

 
 
 
 
 

 
 ．  ． 

     ～ 
   ．  ． 
 

雇用調整助成金 

中小企業緊急雇用安定助成金 

住 所 〒  
名 称 
氏 名 



 
 
注 意 
１．記入上の注意 
（１） この申請は、既に休業等実施計画（変更）届を提出した事業主が、休業（所定労働日の全一日にわたるもの又は当

該事業所において一斉に所定労働時間の一部について行われるものに限る。以下同じ。）又は教育訓練（通常の生産
活動と区別して行われ、かつ、受講者は所定労働日の全一日にわたり業務に就かないものであって、就業規則等に基
づく通常の教育訓練以外のものに限る。以下同じ。）を実施し、当該休業に係る手当（労働基準法第 26条の規定に違
反していないものであること。）又は当該教育訓練に係る賃金を支払った場合に行うこと。 

（２） この申請は、休業又は教育訓練を実施した事業所（以下「休業・教育訓練実施事業所」という。）ごとに行うこと。 
（３） ②の（６）欄には、判定基礎期間の初日の前日まで申請事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が６箇月

未満である被保険者、解雇を予告されている被保険者及び日雇労働被保険者である者並びに判定基礎期間において特
定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金のうち中核人材労働者に係るもの、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域
再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金又
は介護未経験者確保等助成金の支給の対象となる被保険者を除いた被保険者（この様式（１）、（３）及び（４）にお
いて、「対象被保険者」という。）の数を記入すること。 

    この場合において、ａには判定基礎期間の初日の前日現在の数を、ｂには判定基礎期間の末日現在の数をそれぞれ
記入すること。 

    なお、ｂの括弧内には、対象期間又は指定期間の末日が判定基礎期間の中途にある場合において、当該判定基礎期
間内の対象期間又は指定期間の末日以前の期間とこの期間前１箇月間とを通算した期間を一の判定基礎期間として
申請する事業所のみ、当該一の判定基礎期間の初日から起算した１箇月後の日現在の数を記入すること。 

（４） ②の（７）欄には、休業・教育訓練実施事業所のすべての対象被保険者の判定基礎期間における所定労働日（労働
契約、就業規則、労働協約等において労働すべき日とされている日をいう。）の数（判定基礎期間の中途で当該事業
所から転出若しくは離職した者又は解雇を予告された者については、当該事案の生じた日までのそれによること。）
の合計を記入すること。 

    なお、括弧内には、この注意の対象期間又は指定期間の初日が判定基礎期間の中途にある場合において、当該判定
基礎期間内の対象期間又は指定期間の初日以後の期間とこの期間後１箇月間を一の判定基礎期間とする事業主につ
いては、当該一の判定基礎期間の初日現在の状況、又は、上記（３）のなお書きに該当する事業所のみ、その休業・
教育訓練実施事業所のそれぞれにこの注意に定める１箇月の状況を上記に準じて記入すること。 

（５） ②の（８）欄には、②の（７）欄に記された数を②の（６）欄のｂに記された数を除して得た数を記入すること。 
    ただし、上記の（３）のなお書きに該当する者にあっては、②の（７）欄の括弧内に記された数を②の（６）欄の

ｂの括弧内に記された数で除して得た数を記入すること。 
（６） ③の（１）欄又は（３）欄には、この様式（４）の④欄に記入される日数の合計を記入すること。 
（７） ③の（２）欄には、時間外労働分を相殺する前のものを記入すること。 
（８） ③の（５）欄には、この様式（４）の⑦欄に記入される額の合計を記入すること。 
（９） ③の（６）欄には、○調様式第 101号（１）の①の（１）欄において、雇用調整助成金の支給を受けようとする事業

主であって、その資本金の額又は出資の総額が３億円（小売業（飲食店を含む。以下同じ。）又はサービス業を主た
る事業とする事業主については 5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については１億円）を超えない事業主
及びその常時雇用する労働者の数が 300人（小売業を主たる事業とする事業主については 50人、卸売業又はサービ
ス業を主たる事業とする事業主については 100人）を超えない事業主については 2/3を○で囲み、その他の事業主に
ついては 1/2を○で囲むこと。 

    また、中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主については 4/5を○で囲むこと。 
（10） あみかけのかかっている欄は計画届に変更のある場合に記入すること。なお、この場合、変更届を提出できなかっ

たことについての理由書を添付すること。 
（11） ※印欄には記入しないこと。 
 
２．提出上の注意 
（１） この申請書は、休業・教育訓練実施計画（変更）届の提出に係る期間と同一の期間ごとに提出すること。 
（２） この申請書は、（１）の期間の末日の翌日から起算して１箇月以内（ただし、天災その他その期間内に申請しなか

ったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由のやんだ後その理由を記入した書面を添えて７日以内）
に次に掲げる書類を添付して提出すること。 

   イ．様式第 105号（２）（助成額算定調書）、様式第 105号（３）（休業等協定によることの確認）及び様式第 105号
（４）（休業等個人別内訳書） 

   ロ．教育訓練の場合は、通常実施している教育訓練の状況を示す就業規則の書類（写）のほか、その実施形態に応じ
て、次の書類を添付すること。 

     ・事業所内訓練（事業主が自ら事業所内で実施するもの）：当該教育訓練の計画内容を示す書類、生産ライン又
は就労の場における通常の生産活動と区別して行われたことを示す書類及び指導員又は講師により行われた
ことを示す書類 

     ・外部研修（公共職業能力開発施設、大学、専修学校、各種学校等で実施するもの）：対象者のレベル、科目、
カリキュラム及び期間の分かる書類各受講者を証明する書類並びに受講料の支払いを証明できる書類 

     ・委託訓練（教育訓練を実施する事業主団体等に委託して実施するもの）：教育訓練の科目、職種、教育訓練期
間及び教育訓練対象者氏名を内容とする委託契約書、当該施設の長が発行する教育訓練受講証明書並びに指導
員又は講師により行われたことを示す書類  

（３） 二又は三の連続する判定基礎期間ごとにこの申請書を提出するときは、判定基礎期間ごとに別葉で行うものとする
こと。但し、２箇月目又は３箇月目の判定基礎期間については、この様式の別葉に、②の（６）欄、（７）欄及
び③欄並びに④欄の記入で差し支えないこと。 

（４） 代理人が申請する場合にあっては、委任状（写）を添付すること。 
（５） 支給後であっても、偽りその他不正の行為が判明した場合には、支給した助成金の返還を求めます。また、刑事告

発することもあります。 
 


